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環境コミュニケーション 

環境報告書 

長崎大学は、１９９７年、当時の国立大学の中で最初に
文理融合型の教育と研究を行う環境科学部を設立しま
した。次いで、２００２年に、大学院環境科学研究科が発
足し、さらに、２００４年には、大学院生産科学研究科（博
士前期・後期課程）へ移行することによって、環境科
学の教育・研究体制の充実に努めてきました。また、
環境科学部では、２００３年３月には、環境マネジメント
システムの国際規格である「ISO１４００１」を認証取得
するなど、早くから、環境に配慮した教育研究活動を
継続して行っています。
さらに、２００４年３月には、長崎大学環境保全センター

（現在、産学官連携戦略本部・共同研究支援部門・環
境安全支援室）を中心に、６つの学内共同研究施設が
一体となって、「ISO１４００１」認証を取得しました。こ
のように、長崎大学は、現在まで、総合的に地球環境
問題を捉え、積極的な教育研究を進めることによって、
環境に配慮する姿勢を示してきました。
２００５年（平成１７年）３月に、国立大学法人長崎大学
は、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の
環境に配慮した事業活動の促進に関する法律（環境配
慮促進法）」における特定事業所の指定を受けたこと
によって、平成１７年度からの環境報告書の公表が義務
づけられました。すでに、長崎大学中期目標には、「環
境マネジメントシステム」を構築すると謳っており、
環境配慮促進法の制定によって、この中期目標の達成
をより明確に、より早急に行う必要が生じました。そ
こでまず、本学の計画と評価を担当する計画評価本部
に置かれた８つの専門部に、新たに、環境専門部を加

えた体制によって、大学全体の環境配慮の方針の策定、
環境マネジメントシステムの基盤作りを進めました。
環境専門部で作案された長崎大学環境配慮の方針原

案については、学長を本部長とする計画・評価本部会
議で審議・了承されたのち、平成１８年３月２２日の教育
研究評議会で、審議・了承され、ホームページ上に、
公表されています。また、環境配慮の方針を具体的に
実現する全学的組織体制の中枢となる環境委員会に関
しても、平成１８年度中にその原案が策定され、平成１９
年度には、全学委員会として設置され、更にエネルギー
の使用の合理化に関する法律が改正されたことに伴い、
長崎大学におけるエネルギーの使用の合理化を推進す
ることを目的として長崎大学環境委員会と長崎大学財
務委員会の専門部会である長崎大学施設マネジメント
専門部会を統合する形で各部局の長を委員とする環
境・施設マネジメント委員会を平成２２年度に設置しま
した。このことによって、環境配慮の取組みの組織体
制が強化整備されたことになりますが、今後、長崎大
学の環境マネジメントシステムをより確実なものにす
るために、すでに、ISO１４００１を認証取得した２つの
サイト（環境科学部と産学官連携戦略本部・共同研究
支援部門・環境安全支援室を中心とする４つの学内共
同利用施設）が、大きな力となることが期待されてい
ます。
なお、環境科学部は２回の更新審査を経て、平成２１

年４月から自己宣言へ移行しています。同時に、独自
のEMSに移行した長崎県庁と共に合同研修会等を実
施して、双方のEMSの充実を図っています。
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病院　省エネ推進責任者 坂本２団地 

医歯薬学総合研究科（医学系）　省エネ推進責任者 

医歯薬学総合研究科（歯学系）　省エネ推進責任者 

病院　省エネ推進員 

医歯薬学総合研究科（医学系）　省エネ推進員 

医歯薬学総合研究科（歯学系）　省エネ推進員 

医歯薬学総合研究科（医学系）　省エネ推進責任者 坂本1団地 

附属原爆後障害医学研究施設　省エネ推進責任者 

先導生命科学研究支援センター　省エネ推進責任者 

医歯薬学総合研究科（医学系）　省エネ推進員 

附属原爆後障害医学研究施設　省エネ推進員 

先導生命科学研究支援センター　省エネ推進員 

経済学部及び経済学研究科　省エネ推進責任者 

附属幼・小・中学校、特別支援学校　省エネ推進責任者 

水産・環境科学総合研究科附属環東シナ海環境資源研究センター　省エネ推進責任者 

経済学部及び経済学研究科　省エネ推進員 

附属幼・小・中学校、特別支援学校　省エネ推進員 

水産・環境科学総合研究科附属環東シナ海環境資源研究センター　省エネ推進員 

島原共同研修センター　省エネ推進責任者 

省エネ推進責任者　:　省エネルギー推進責任者　　 
省エネ推進員　　　：　省エネルギー推進員 
 

島原共同研修センター　省エネ推進員 

教育学部及び教育学研究科　省エネ推進責任者 文教町２団地 

医歯薬学総合研究科（薬学系）　省エネ推進責任者 

工学部及び工学研究科　省エネ推進責任者 

環境科学部及び水産・環境科学総合研究科（環）　省エネ推進責任者 

水産学部及び水産・環境科学総合研究科（水）　省エネ推進責任者 

情報メディア基盤センター　他各センター含む　省エネ推進責任者 

附属図書館　省エネ推進責任者 

事務局　省エネ推進責任者 

教育学部及び教育学研究科　省エネ推進員 

医歯薬学総合研究科（薬学系）　省エネ推進員 

工学部及び工学研究科　省エネ推進員 

環境科学部及び水産・環境科学総合研究科（環）省エネ推進員 

水産学部及び水産・環境科学総合研究科（水）　省エネ推進員 

情報メディア基盤センター　他各センター含む　省エネ推進員 

附属図書館　省エネ推進員 

事務局　省エネ推進員 

エネルギー管理企画推進者 

委員長（副学長） 
エネルギー管理統括者 

 

学　　　長 
最高責任者 

 

環境・施設マネジメント委員会 
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長崎大学環境・施設マネジメント委員会規則

平成１８年１０月２７日
規則第４２号

（趣旨）
第１条 この規則は、国立大学法人長崎大学基本規則（平成１６年規則第１号）第２９条第２項の規定に基づき、
長崎大学（以下「本学」という。）における環境・施設マネジメントに関する重要な事項を審議するため、本
学に設置する長崎大学環境・施設マネジメント委員会（以下「委員会」という。）の組織、運営等に関し必要
な事項を定めるものとする。
（審議事項）
第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
� 環境マネジメントシステムの推進に関する事項
� 環境に関する教育・訓練に関する事項
� 環境コミュニケーションに関する事項
� 環境報告書に関する事項
� エネルギーの使用の合理化に関する事項
� 施設の整備計画に関する事項
� 施設の維持管理・修繕計画に関する事項
	 施設の点検・評価に関する事項

 施設の有効活用に関する事項
� 施設の共用スペース確保に関する事項
� その他環境・施設マネジメントに関する事項
（組織）
第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
� 学長が指名する理事又は副学長
� 産学官連携戦略本部長、学部長（工学部長を除く。）、工学研究科長、水産・環境科学総合研究科長、医歯

薬学総合研究科長、国際健康開発研究科長、熱帯医学研究所長、病院長及び附属図書館長
� 附属学校運営協議会から選出された者 １人
� 保健・医療推進センター及び学内共同教育研究施設の代表者 １人
� 総務部長、研究国際部長、財務部長、学生支援部長、施設部長及び学術情報部長
� その他学長が必要と認めた者
２ 委員は、学長が任命する。
（任期）
第４条 前条第１項第６号の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。
（委員長及び副委員長）
第５条 委員会に委員長を置き、第３条第１項第１号の委員をもって充てる。
２ 委員長は、会議を招集し、その議長となる。
３ 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。
４ 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
（会議）
第６条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
２ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（意見の聴取）
第７条 委員長が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者を出席させ、意見を聴取することができる。
（関係職員の出席）
第８条 委員長は、必要に応じ、委員会に関係職員を出席させることができる。
（専門部会）
第９条 委員会に、必要に応じ、特定の事項について専門的に調査・検討させるため、専門部会を置くことが
できる。
２ 専門部会の任務、組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
（事務）
第１０条 委員会の事務は、施設部施設企画課において処理する。
（補則）
第１１条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、別に定めることができる。
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長崎大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程

平成２２年７月２７日
規程第４１号

改正 平成２３年３月２８日規程第１２号
平成２３年６月１日規程第３０号

長崎大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程（平成１９年規程第５７号）の全部を改正する。
（目的）
第１条 この規程は、エネルギー使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号。以下「法」という。）に
基づき、国立大学法人長崎大学（以下「本学」という。）におけるエネルギーの使用の合理化に関し必要な事
項を定め、もって適切なエネルギーの使用の合理化に資することを目的とする。
（用語の定義）
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
� エネルギー 法で定義するもので、本学において使用される燃料並びに熱及び電気をいう。
� 職員、学生等 本学の役員、職員、学生及び本学において業務を行うことが認められている者をいう。
� 部局等 事務局（監査室、国際連携研究戦略本部、産学官連携戦略本部、広報戦略本部、男女共同参画推

進センター、国際交流会館、観月荘及び臨海研修所を含む。）、教育学部（教育学研究科及び附属学校を含
む。）、経済学部（経済学研究科を含む。）、医学部、歯学部、薬学部、環境科学部、水産学部、工学研究科
（工学部を含む。）、水産・環境科学総合研究科（附属環東シナ海環境資源研究センターを含む。）、医歯薬
学総合研究科、国際健康開発研究科、熱帯医学研究所、病院、附属図書館、保健・医療推進センター、各
学内共同教育研究施設及び島原共同研修センターをいう。

（エネルギー管理組織）
第３条 本学におけるエネルギー管理組織は、別図のとおりとする。
（学長の責務）
第４条 学長は、本学におけるエネルギーの使用の合理化の最高責任者として、法令等及びこの規程の定める
ところに従い、エネルギーの使用の合理化に関し必要な措置を講ずるものとする。
（エネルギー管理統括者）
第５条 本学に、法の定めるところにより、エネルギー管理統括者を置く。
２ エネルギー管理統括者は、長崎大学環境・施設マネジメント委員会委員長をもって充てる。
３ エネルギー管理統括者は、次の業務を統括する。
� 経営的視点に立ったエネルギーの使用の合理化の推進に関すること。
� エネルギーの使用の合理化の目標を達成するための中長期計画の取りまとめに関すること。
� エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視に関すること。
� その他法に定める職務に関すること。
（エネルギー管理企画推進者）
第６条 本学に、法の定めるところにより、エネルギー管理企画推進者を置く。
２ エネルギー管理企画推進者は、施設部長又は施設管理課長のうちエネルギー管理統括者が指名する者を

もって充てる。
３ エネルギー管理企画推進者は、法に定める資格を有する者でなければならない。
４ エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理統括者の行う職務を補佐する。
（エネルギー管理員）
第７条 法の定めるところにより第１種エネルギー管理指定工場等又は第２種エネルギー管理指定工場等とし
て指定された団地（以下「指定団地」という。）に、それぞれエネルギー管理員を置く。
２ エネルギー管理員は、法に定める資格を有する者のうちから、エネルギー管理統括者の推薦に基づき、学

長が任命する。
３ エネルギー管理員は、指定団地のエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、

エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他法令等で定める業務を管理する。
（省エネルギー推進責任者）
第８条 部局等に、省エネルギー推進責任者を置き、当該部局等の長をもって充てる。
２ 省エネルギー推進責任者の職務は、次のとおりとする。
� 部局等内の省エネルギー推進に係る組織の整備、目標の設定、実施計画の作成及びその運用に関すること。
� 省エネルギー推進に係る連絡調整に関すること。
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� 部局等内の設備に係るエネルギー消費の適正な管理、省エネルギー推進の啓発、省エネパトロールの実施
等の省エネルギー推進のための措置に関すること。

� その他部局等内の省エネルギーに関すること。
（省エネルギー推進員）
第９条 部局等に、省エネルギー推進員を置き、当該部局等の職員のうちから省エネルギー推進責任者が指名
する者をもって充てるものとする。
２ 省エネルギー推進員は、省エネルギー推進活動を充分に行える範囲（学科、講座、分野等をいう。）ごと

に置き、その数は、省エネルギー推進責任者が定める。
３ 省エネルギー推進員は、省エネルギー推進責任者の指示を受け、省エネルギー推進責任者の職務を補佐す

るものとする。
（エネルギーの使用の合理化に関する審議）
第１０条 本学におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項については、長崎大学環境・施設マネジメント
委員会において審議するものとする。
（職員、学生等の遵守事項）
第１１条 職員、学生等は、省エネルギー推進責任者の指示に従い、エネルギーの使用の合理化に努めなければ
ならない。
（エネルギー管理標準）
第１２条 エネルギー管理統括者は、法に基づくエネルギーの使用の合理化を行うため、エネルギー管理標準を
定めるものとする。
（補則）
第１３条 この規程に定めるもののほか、本学におけるエネルギーの使用の合理化に関し必要な事項は、別に定
めることができる。
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１９９７年１０月 長崎大学環境科学部は国立大学において
最初の文理融合学部として発足

２００２年４月 大学院環境科学研究科発足

２００３年３月 環境科学部 ISO１４００１認証取得

２００４年３月 環境保全センターが中心となって、学内
共同利用６施設が ISO１４００１を認証を取
得

２００４年４月 大学院環境科学研究科を大学院生産科学
研究科（博士前期・後期課程）へ移行

２００４年１２月 地域共同研究センター、機器分析セン
ター、環境保全センターの機能を統合し、
「共同研究交流センター」を新設

２００５年４月 学長を中心として、環境配慮促進法の理
解を進め、長崎大学としての対応を、継
続して協議する。

２００５年７月 全学での環境配慮促進法に対する共通認
識と全構成員の協力を得るため、連絡調
整会議の場において、説明を行う。

２００５年１０月 計画・評価本部会議において、長崎大学
の環境マネジメントシステムについて協
議し、計画・評価本部内に、「環境専門
部」を設置し、体制の整備を進めること
を決定する。

２００５年１１月 第２３回教育研究評議会において、計画・
評価本部規則の一部改正（「環境専門部」
の設置）について審議し、了承される。

２００５年１１月 長崎大学計画・評価本部規則の一部を改
正する規則（平成１７年１１月２５日規則第４３
号）の制定

２００５年１２月 計画・評価本部環境専門部が発足し、第
１回計画・評価本部環境専門部会議を開
催する。（議題：長崎大学年度計画・環
境配慮の方針、環境マネジメントシステ
ムについて）

２００６年２月 第２回計画・評価本部環境専門部会議を
開催し、環境配慮の方針・環境マネジメ
ントシステム推進のための組織体制等に
ついて協議する。

２００６年３月 計画・評価本部会議において、長崎大学
環境配慮の方針（案）を審議し了承される。

第２７回教育研究評議会において、長崎大
学環境配慮の方針（案）を審議し了承さ
れる。

環境配慮の方針の制定 （３月２３日）

環境配慮の方針の公表 （３月２８日）

２００６年６月 平成１８年度第１回計画・評価本部環境専
門部会において、長崎大学環境委員会に
ついて協議される。

２００６年９月 連絡調整会議及び第３５回教育研究評議会
において環境報告書原案が報告される。

２００６年９月 環境報告書２００５Webによる公表

２００６年１０月 第３６回教育研究評議会において長崎大学
環境委員会について審議、了承される。

２００７年１月 計画・評価本部環境専門部において平成
１９年度計画（環境関係）について協議さ
れ了承される。

２００７年３月 第１回環境委員会を開催する。（議題：
環境配慮促進法への対応の経過と今後の
予定、環境報告書作成に係るデータ収集
について）

２００７年４月 ２００４年３月に取得した ISO１４００１を学内
共同利用４施設が更新した。

２００７年５月 第２回環境委員会開催
議題１：環境配慮に係る平成１８年度実績

について
議題２：環境配慮に係る平成１９年度計画

について

２００７年９月 第３回環境委員会開催
議題：２００６年度環境報告書について

２００７年９月 環境報告書２００６公表

２００７年１０月 第２２回経営協議会において環境報告書
２００６について報告される。

２００７年１０月 第４回環境委員会開催
議題１：２００６年度環境報告書について
議題２：長崎大学エネルギーの使用の合

理化に関する規程の制定につい
て

議題３：長崎大学環境委員会規則の一部
改正について

２００７年１１月 第８６回役員会において「長崎大学エネル
ギーの使用の合理化に関する規程の制
定」及び「長崎大学環境委員会規則の一
部改正」について審議し、了承される。

２００７年１１月 第４０回連絡調整会議において「長崎大学
エネルギーの使用の合理化に関する規程
の制定」及び「長崎大学環境委員会規則
の一部改正」について報告される。

２００８年４月 第５回環境委員会開催
議題１：平成１９年度環境配慮に係る実績

について
議題２：平成２０年度環境配慮の計画につ

いて
議題３：地球温暖化対策に関する計画の

策定について

２００８年６月 第６回環境委員会開催
議題１：平成１９年度環境配慮に係る実績

について
議題２：長崎大学地球温暖化対策に関す

る実施計画について
議題３：環境対策等啓発キャンペーンポ

スター募集について
報告１：ノーマイカーデー運動への協力

について
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２００８年７月 役員懇談会において長崎大学地球温暖化
対策に関する実施計画について審議され
る。

２００８年９月 第４８回連絡調整会議において環境報告書
２００７について審議され、長崎大学地球温
暖化対策に関する実施計画について報告
される。

２００８年９月 第７回環境委員会開催
議題１：２００７年度環境報告書について

２００８年９月 環境報告書２００７公表

２００８年１０月 第２９回経営協議会において環境報告書
２００７について報告される。

２００９年１月 環境対策等啓発キャンペーンポスター
「エコポスター２００８」の表彰式を挙行

２００９年７月 第８回環境委員会開催
議題１：平成２０年度環境配慮に係る実績

について
議題２：平成２１年度環境配慮の計画につ

いて
議題３：地球温暖化対策に関する計画に

ついて
報告１：ノーマイカーデー運動への協力

及び「クールアース・デー」に
向けた取組等について

２００９年９月 環境報告書２００８公表

２００９年１１月 第９回環境委員会開催
議題１：長崎大学環境アクションプラン

（仮称）の制定について
議題２：長崎大学におけるエネルギーの

使用の合理化に関する規程改正
について

議題３：長崎大学冷暖房細則（仮称）の
制定について

報告１：平成２１年度上半期エネルギー消
費動向について

２０１０年２月 長崎大学環境マネージメントセミナー開催

２０１０年７月 平成２２年度第１回環境委員会開催
議題１：平成２１年度環境報告書の作成に

ついて
議題２：平成２２年度環境報告書の作成の

ための資料について
議題３：長崎大学施設マネジメント専門

部会及び長崎大学環境委員会を
整理統合し、新たに「長崎大学
環境・施設マネジメント委員
会」を設置することについて

議題４：長崎大学におけるエネルギーの
使用の合理化に関する規程改正
について

報告１：ノーマイカーデー運動への協力
について

２０１０年９月 第１回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：委員会における３つの専門部会

について
議題２：共用校舎の取り扱い及びオープ

ンラボの使用願いについて
議題３：省エネ法改正に伴うエネルギー

管理体制について

議題４：環境報告書について

２０１０年９月 環境報告書２００９公表

２０１０年１０月 第２回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：長崎大学環境・施設マネジメン

ト委員会専門部会規程について
議題２：長崎大学におけるエネルギーの

使用の合理化に関する運用要領
について

議題３：中長期計画について
報告１：「ながさきエコライフフェス

タ」への協力依頼について

２０１０年１１月 第３回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：省エネ法に基づく中長期計画に

ついて
議題２：長崎大学におけるエネルギーの

使用の合理化に関する運用要領
（案）について

報告１：「平成２２年度県下一斉ノーマイ
カーデー運動」への協力依頼に
ついて

２０１１年２月 第４回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：長崎大学環境報告書編集会議に

関する申合せ（案）及び環境報
告書編集員の選任について

２０１１年３月 第５回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：平成２３年度教育研究共用スペー

ス（オープンラボ）の使用者の
公募状況について

議題２：施設整備年次計画について
議題３：環境対策について
報告１：キャンパスマスタープランWG

の検討経過について
報告２：環境報告書編集委員について
報告３：省エネ推進員、省エネ推進員連

絡会構成委員について

２０１１年３月 長崎大学環境マネジメントセミナー開催

２０１１年７月 第１回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：省エネ法に基づく定期報告書及

び中長期計画書について
報告１：省エネの協力依頼について

２０１１年９月 第２回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：長崎大学における施設等の有効

活用に関する規則の改正につい
て

議題２：（旧）共同研究交流センター西側
の通用門設置について

議題３：環境報告書について
報告１：省エネパトロール結果と待機電

力の速報値について

２０１１年９月 環境報告書２０１０公表

２０１２年３月 第３回環境・施設マネジメント委員会開催
議題１：平成２４年度教育研究共用スペー

ス（オープンラボ）の使用者の
公募状況について

議題２：平成２３年度環境報告書に係る環
境配慮の計画の策定について

議題３：省エネルギー中長期計画につい
て
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